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1． 特別支援教育の理念  

 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体
的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズ
を把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、
適切な指導及び必要な支援を行うものである。 

 また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な
遅れのない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍
する全ての学校において実施されるものである。 

 さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障
害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍で
きる共生社会の形成の基礎となるものであり、我が国の現在及び将来の社会に
とって重要な意味を持っている。 

 
１．特別支援教育の現状  ～特別支援教育の推進について 
                                                 （平成19年4月1日付け19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知）～ 

◎学校教育法 

第８１条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒そ 
の他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活
上の困難を克服するための教育を行うものとする。 

第７２条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対
して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図
るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 
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特別支援教育の対象の概念図（義務教育段階） 

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第２２条の３に該当する者：約１万７千人） 

（平成２６年５月１日現在） 
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※この数値は、平成24年に文部科学省が行った調査(抽出)において、学級担任を含む複数の 
 教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものでない。 

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者：約2,400人（うち通級 : 約230人）） 

発達障害（ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等）の可能性のある児童生徒：6.5％ 程度 ※ の在籍率 
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３．特別支援学級在籍者数の推移 
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１．特別支援教育の現状  ～特別支援学校等の在籍者数の推移（各年５月１日現在）～ 

9,654  

20,461  

27,718  28,870  29,907  29,713  29,340  29,860  30,390  31,066  31,607  32,674  33,606  34,375  

1,268  

1,561  

1,750  1,854  1,995  1,943  2,113  2,101  2,118  2,233  2,240  2,254  2,262  2,424  

1,337  

2,320  

4,184  
5,033  

6,836  
2,898  3,197  3,589  4,710  5,737  6,332  

7,450  
8,613  9,392  

10,342  
11,274  

12,308  
13,340  

7,813  

9,350  

10,769  
12,006  

7,026  

8,517  

10,324  

12,213  

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

４．通級による指導を受けている児童生徒数の推移 

                  （公立小・中学校合計） 
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 質問項目に対して担任教員が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい
困難を示すとされた児童生徒の困難の状況のうち、主要なものは以下のとおり。 

推定値（９５％信頼区間） 

学習面又は行動面で著しい困難を示す   ６．５％（６．２％～６．８％） 

学習面で著しい困難を示す 
     Ａ：学習面で著しい困難を示す 

  ４．５％（４．２％～４．７％） 

行動面で著しい困難を示す   ３．６％（３．４％～３．９％） 

Ｂ：「不注意」又は「多動性－衝動
性」の問題を著しく示す 

  ３．１％（２．９％～３．３％） 

Ｃ：「対人関係やこだわり等」の問
題を著しく示す 

  １．１％（１．０％～１．３％） 

学習面と行動面ともに著しい困難を示す   １．６％（１．５％～１．７％） 

Ａ かつ Ｂ    １．５％（１．３％～１．６％）  

Ｂ かつ Ｃ    ０．７％（０．６％～０．８％）  

Ｃ かつ Ａ    ０．５％（０．５％～０．６％）  

Ａ かつ Ｂ かつ Ｃ    ０．４％（０．３％～０．５％）  
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図１ 学習面 

図３ 行動面(対人関係やこだわり等) 

図２ 行動面(不注意、多動性-衝動性) 
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表① 知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合 

１．特別支援教育の現状 公立小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要）①   平成24年12月公表（文部科学省調査） 
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※調査対象：全国（岩手、宮城、福島の3県を除く）の公立の小・中学校の通常の学級に在籍する  
   児童生徒を母集団とする抽出調査（標本児童生徒数：53,882人（小学校：35,892人、中学校： 
   17,990人）、回収率は97％） 
 

※留意事項：担任教員が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭による確認を経て提出 
   した回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる診断や、医師による診断によるもので 
   はない。 従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒の割合を示すものではなく、発達 
   障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意。 

●公立小中学校の通常の学級に在籍している発達障害の可能性のある特別な教育的支
援を必要とする児童生徒の割合は６．５％。 



１．特別支援教育の現状 公立小中学校の通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な
教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果（概要）②   平成24年12月公表（文部科学省調査） 

● 「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関
する調査」協力者会議における本調査結果に対する考察（抜粋） 

（学校に求める児童生徒への支援について） 

 学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児

童生徒を取り出して支援するだけでなく、それらの

児童生徒も含めた学級全体に対する指導をどのよう

に行うのかを考えていく必要がある。例えば、社会

生活上の基本的な技能を身に付けるための学習を取

り入れる、学習面又は行動面で著しい困難を示すと

された児童生徒が理解しやすいよう配慮した授業改

善を行うなどの対応を進めていくべきと考える。 
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１．特別支援教育の現状 

～一斉指導における全ての子供たちにとってわかりやすい授業について～日野市立第三小学校の例～ 

＜全体指導の工夫の例＞ 

目標や活動をしぼり、内容理解から論理へ
深まるようにする。 

視覚・感覚・動作を入り口にして、思考で
きるようにする。 

一人の考えを他の子供に伝え、理解や
思考を深めるようにする。 

目標の焦点化 

６年間の系統指導
内容 

学年の指導内容 

単元計画 

１時間の指導の目
標 

焦 点 化 

説明文の
学習用語
の６年間系
統表 

共 有 化 

ヒント  

考えの出し合い 

モデリング 

 

 

 

 

 

 

６年間を見通して指導内容を明確にし、子
供に身に付けさせたい力をはっきりとさせ
る。単元ごとの指導事項の明確化、児童の
活動、評価についても焦点をしぼることがで
きる。 

内容のイメージ化や文の理解を図る。本
文だけではなかなかイメージしにくい児
童にとっては内容のわかりやすさにつな
がり、他の児童にとっては更に深い思考
につながる。 

視 覚 化 

ことばの見える化 

「擬態」を 

ペープサートで
表現する。 

むささびを見て
みよう？ 

自信のない児童が発表できるようになっ
たり、一人一人が考えを深めることにつ
ながる。 

授業において想定される子供のつまずきを明らかにし、そのつまずきに応じた「全体指導の工夫」、「個別の支援」 
の内容を検討・決定する。 
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 ○主な発達障害の定義 
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 発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥
多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定め
るもの」と定義されています。 

 下記は、主な発達障害の定義です。 

   自閉症の定義 ＜Autistic Disorder＞ 

   （平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より作成） 

 自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形

成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定

のものにこだわることを特徴とする行動の障害であり、中枢神経

系に何らかの要因による機能不全があると推定される。 

 

 

  高機能自閉症の定義 ＜High-Functioning Autism＞ 

   （平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋） 

 高機能自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関

係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭

く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉

症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。 

 また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推

定される。 

学習障害(LD)の定義 ＜Learning Disabilities＞ 

   (平成11年７月の「学習障害児に対する指導について(報告)」より抜粋) 

 学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはない
が、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特

定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すも

のである。 

  学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障

害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情

緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるもので

はない。 

 注意欠陥多動性障害（ADHD）の定義  
           ＜Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder＞ 

   （平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」参考資料より抜粋） 

 注意欠陥多動性障害とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな

注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害

で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。 

 また、７歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何ら

かの要因による機能不全があると推定される。 

 

※ アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである。なお、
高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類されるものである。  



 ○国語の指導上の配慮例 （自閉症 ）                                            

 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より 
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 ○国語の指導上の配慮例 （学習障害）                                                            
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 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より 



 ○指導上の配慮例 （ADHD）                                                       

 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター ＨＰ より 

-10- 



※１：専門教育を主とする学科  

※２：普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科 

－課程別、学科別における高等学校進学者中の発達障害等困難のある生徒の割合－ 

 【調査対象】 
   平成１４年度の文部科学省全国調査※に準じた方法で、実態調査を実施した中学校における 

  平成２０年度卒業の生徒の一部について実施（対象生徒数約１万７千人）。 

【集計結果】 
   調査対象の中学校３年生のうち、発達障害等困難のある生徒の割合は約２．９％であり、そ  

  のうち約７５．７％が高等学校に進学することとしている。 

    これらの高等学校に進学する発達障害等困難のある生徒の、高等学校進学者全体に対する   

   割合は約２．２％。 

【実施方法】 
  平成１４年度の文部科学省全国調査に準じた方法で、平成１８年度以降に実態調査を実施した  

 中学校の３年生の一部を対象として、各中学校において発達障害等困難のある生徒の卒業後の 

 進路を分析・推計※ 

  ※ 「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」 

   ※ 学級担任を含む複数の教員により判断したものであり、医師の判断による発達障害のある生徒の割合を示したものではない。 

課程別 学科別 

全日制  １．８％ 普通科 ２．０％ 

定時制 １４．１％ 専門学科※１ ２．６％ 

通信制 １５．７％ 総合学科※２ ３．６％ 

１．特別支援教育の現状 

発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における進路に関する分析結果 概要 

                                                   （平成２１年３月時点） 
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区   分 

卒業者 進学者    教育訓練機関等入学者   就職者  
社会福祉施設等
入所・通所者 

 その他  

  
高校等 高等部 計 Ｂ/Ａ 専修 専修 職業能 計 Ｃ/Ａ Ｄ Ｄ/Ａ Ｅ Ｅ/Ａ Ｆ 

Ｆ/
Ａ 

Ａ   Ｂ   （高等） （一般） 力開発 Ｃ             

          人 人 人 人 ％ 人 人 人 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 

視覚障害 178 7 170 177 99.4 － － － － － － － － － 1 0.6 

聴覚障害 440 39 401 440 
100.
0 

－ － － － － － － － － － － 

知的障害 7,005 28 6,883 6,911 98.7 4 － － 4 0.06 － － 45 0.6 45 0.6 

肢体不自由 1,638 15 1,588 1,603 97.9 － － － － － － － 16 1.0 19 1.2 

病弱 387 163 200 363 93.8 2 － 1 3 0.78 1 0.26 14 3.6 6 1.6 

計 9,648 252 9,242 9,494 98.4 6 － 1 7 0.07 1 0.01 75 0.8 71 0.7 

中学校特別 
支援学級 

17,342 5,320 10,998 16,318 94.1 261 30 64 355 2.0 145 0.84 440 2.5 

①高校等：高等学校及び中等教育学校後期課程の本科・ 
 別科、高等専門学校 

②高等部・・・・・・・・特別支援学校高等部本科・別科 
 

③職業能力開発・・・・・職業能力開発校、障害者職業能力 
 開発校等 

④社会福祉施設等入所･通所者・・・・児童福祉施設、障害支援施設等、  
 更正施設、授産施設、医療機関 

⑤中学校特別支援学級卒業者その他には、社会福祉施設 
 等入所・通所者を含む。 

⑥四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも100%にならない。 

※ 

【平成２６年３月卒業者】 

１．特別支援教育の現状 
特別支援学校中学部及び中学校卒業者の状況－国・公・私立計－ 

●中学校特別支援学級卒業者の約３分の１が高校等に進学している。 


	1.特別支援教育の現状
	特別支援教育の対象の概念図
	主な発達障害の定義
	国語の指導上の配慮例（自閉症）
	国語の指導上の配慮例（学習障害）
	指導上の配慮例（ADHA)


